
 会計年度任用職員の報酬，期末手当，勤勉手当及び費用弁償に関する条例施行規則の一

部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年１２月３０日 

 

                   海田町長 竹 野 内 啓 佑 

 



 

海田町規則第１８号 

   会計年度任用職員の報酬，期末手当，勤勉手当及び費用弁償に関する条例施    

   行規則の一部を改正する規則 

第１条 会計年度任用職員の報酬，期末手当，勤勉手当及び費用弁償に関する条例施行規

則（令和２年海田町規則第５号）の一部を次のように改正する。 

  第５条の２第３項第１号中「１００分の１１２．５以上１００分の１２４未満」を

「１００分の１１５以上１００分の１２６．５未満」に改め，同項第２号及び第３号中

「１００分の１０５」を「１００分の１０７．５」に改める。 

第２条 会計年度任用職員の報酬，期末手当，勤勉手当及び費用弁償に関する条例施行規

則の一部を次のように改正する。 

  第５条の２第３項第１号中「１００分の１１５以上１００分の１２６．５未満」を

「１００分の１１３．７５以上１００分の１２５．２５未満」に改め，同項第２号及び

第３号中「１００分の１０７．５」を「１００分の１０６．２５」に改める。 

   附 則 

 この規則は，公布の日から施行し，第１条の規定による改正後の会計年度任用職員の報

酬，期末手当，勤勉手当及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は，令和７年１２月期

の勤勉手当に係る成績率の決定から適用する。ただし，第２条の規定は，令和８年４月１

日から施行する。 

 

 


